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新型コロナウイルス感染防止の行動を!

中小企業・小規模企業のための感染防止・事業継続チェック３０

感染防止は、一社一社、一人ひとりの意識と行動から。
　全国に緊急事態宣言が発令されています。今は感染拡大防止に力を尽くすべき重大な局面です。福井県商工会議所連合会
では、現在、新型コロナウイルス感染症に係る施策の広報、利用促進、申請支援に取り組んでおりますが、まずは「何よりの経
済対策は感染拡大防止」と考え、啓発ポスター・チェックリスト・対応フローを作成致しました。事業所の皆様におかれまして
は、ぜひご利用下さい。今後も商工会議所は自治体と緊密に連携し、危機に瀕する中小企業の事業継続と雇用維持のために、
最大限の努力を払ってまいります。一日も早い事態の収束を願い、企業・県民一丸となってこの危機を乗り越えていきま
しょう。

福井市西木田2-8-1　TEL（0776）36-8111

コロナ支援策について ■融資、給付金、補助金など国の支援策がわからないので教えてほしい
 ■休業や時短営業等を考えているが何か使える支援策はないか

資金繰り・融資について ■売上の減少で家賃や給料等の支払いに困っている
 ■無利子・無担保融資や公的融資を受けたい

雇用・労務について ■雇用を維持するため雇用調整助成金を使いたい
 ■テレワークを導入してみたい

新事業・販促強化について ■テイクアウトやネット販売など新たな取り組みにチャレンジしたい ■販売促進や設備投資等に活用できる補助金はないか

社内体制の見直しについて ■経営計画や財務内容を見直すため専門家に相談したい ■会社と社員を守るためＢＣＰを策定したい

福井商工会議所 中小企業総合支援センター ℡.0776-33-8284
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《平日 8：30～18：00／土・日・祝 8：30～17：00》
敦賀商工会議所 中小企業相談所 ℡.0770-22-2611
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 《平日 8：30～17：00／土・日・祝 事前予約制》
武生商工会議所 中小企業相談所 ℡.0778-23-2020
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《平日 8：30～17：30／土・日・祝 9：00～17：00》
大野商工会議所 中小企業相談所 ℡.0779-66-1230
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《平日 8：30～17：00／5/2（土）～5/6（水） 9：00～16：00》
勝山商工会議所 中小企業相談所 ℡.0779-88-0463
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《平日 8：30～17：30》
小浜商工会議所 中小企業相談所 ℡.0770-52-1040
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《平日 9：00～17：00／5/2（土）～5/6（水） 9：00～17：00》
鯖江商工会議所 中小企業経営相談所 ℡.0778-51-2800
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《平日 8：30～17：00》
※いずれも５／６（水）までの対応です。

困ったら、まずはお電話下さい！！

感染防止
社内掲示ポスター
福井商工会議所のホームページ
からダウンロードできます

ポスター・チェックリスト・対応フローは、福井商工会議所の
ホームページからダウンロードできます

新型コロナウイルスに関する情報は、福井商工会議所ホームページをご覧下さい。また、メールマガジンでの配信も行っています
ので、配信をご希望の方は右記アドレスに「事業所名」「部署・役職」「氏名」「E-mailアドレス」をメールにてご連絡ください。 pub-info@fcci.or.jp

感染防止・
事業継続に向けて、
自社の取り組みを
チェックしま
しょう！

感染を
広げないよう
慎重に行動
しましょう！

【事業所・社員】 【保健所・医療機関】

感染拡大防止に向けた対応フロー

www.fcci.or.jp

〇濃厚接触者の特定は、保健所職員が行います。濃厚接触者以外の社員を自宅待
機にするかどうかは、事業所が判断します。

〇事業所の消毒は、保健所の助言・指導により事業所にて実施します。

福井県商工会議所連合会　　会 頭　伊東 忠昭

監修：福井県新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム

商工会議所は自治体との連携を密に
し、事業継続・雇用維持・感染防止に
向けて、中小・小規模企業の支援に取
り組んでまいります。
（4月17日、伊東会頭が杉本知事と中小企業支援
に関して、給付金などの要望を行いました。）

『はい』の場合、を入れて下さい。
分類 チェック実施項目 未実施の場合の対応策
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従業員等の健康状態を毎日確認していますか？ 
従業員等に発熱がある場合の社内ルールはありますか？
従業員等の感染予防対策が実施されていますか？ 
従業員の健康状態や体調を把握されていますか？ 
全従業員の通勤手段を把握されていますか？

休業時、従業員に対して休業手当の方針が明確化されていますか？

経営への影響が大きいキーパーソン（業務遂行するための重要な役割を担う
従業員)の代替･応援体制はありますか？ 

従業員のシフト制（交代勤務）やテレワーク（在宅勤務）を検討していますか？
テレワーク（在宅勤務）のための準備ができていますか？

従業員等に対する連絡手段は確立できていますか？

感染者や濃厚接触者発生時等の出社・待機のルールを決めていますか？ 

来客者等に対する注意喚起ポスターの設置やマスク、消毒用アルコールの配置等、
感染防止対策の案内をしていますか？

手すりやテーブル、椅子等の消毒は行っていますか？

工場や店舗、オフィス部門等で、従業員配置や事務機能分散等の感染防止対策
はとっていますか？

室内空気の管理は行っていますか？

食堂、休憩室、喫煙室、更衣室等の従業員共有スペースの感染予防対策は実施
されていますか？ 

設備の点検や調整は自社の従業員等で対応が可能ですか？

感染者、濃厚接触者発生時の対応は準備されていますか？ 

受付時に来客者に対して、発熱等感染の可能性がないことの確認や来客者の
訪問記録をとっていますか？

来客者の不要不急の訪問の自粛を促していますか？
来客者の立入エリアを制限していますか？
来客者が同じ時間帯に集中しないよう管理されていますか？
来店者面談時に面談相手に対面配置、対人距離の対策を実施していますか？

仕入先の調達部品の納入遅延は生じていませんか？

人手不足が生じ、事業継続が困難な場合の対策はありますか？

必要な運転資金を把握していますか？（欠勤時等の給与支払い対応等含む）
休業や操業停止の場合の影響を検討していますか？

現在の手持ち資金は充分ですか？

新型コロナウイルスの最新の正しい情報を把握していますか？

事業継続に向けての体制は整っていますか？

熱や咳などの
風邪の症状が
出ている

検査対象と
ならなかった

感染が
認められなかった

検査の必要がある

保健所指定の
医療機関にて検査

保健所が
感染者の行動履歴や
濃厚接触者を調査

保健所が
職場の消毒の
助言、指導

感染が認められた

新型コロナウイルス感染症に関する県内の相談窓口一覧

病院に行く前に、
まずは居住地の保健所

（帰国者・接触者相談センター）に相談

出勤停止、
自宅で経過観察

当該社員は入院

濃厚接触者は、
最終接触日から
２週間は自宅待機
にて経過観察

保健所の助言、
指導により
事業所が
消毒を実施

○37.5度以上の
　発熱が続く
○強いだるさや
　息苦しさがある

毎朝の検温等、健康確認を従業員等に周知徹底する。
従業員やその家族に発熱がある場合の欠勤・出勤ルールを決定する。
マスク着用や入退出時の消毒、うがい、手洗い等健康管理を徹底する。
従業員一人ひとりの健康状態に合わせた感染予防策や感染時の対応策を考える。
マイカー通勤奨励等、公共交通機関の利用は出来るだけ避けるよう促す。

発熱のための自主的な休暇や感染者発生時の休暇、事業停止時の休業手当の取扱
い等、就業規則を確認する。

雇用調整助成金の適用範囲を確認する。
クロストレーニング(普段とは違う部署や立場での業務を行うこと）等で代替体制を
充実させる。
キーパーソン欠員時の影響を把握し、同業種や関連取引先への応援要請も検討する。
従業員のシフト制やテレワークによる業務の持ち出しなどをルール化する（規程の整備）。
携帯電話、パソコン等通信環境を整備する。

会社の関連部署、従業員、関係先企業等、連絡網（携帯電話含む）を作成し活用できる
ようにする。

欠勤や出勤ルールを決定し、マニュアル等で配布する。
携帯電話などによる連絡・指示手段を整備する。
店舗入口や受付等分かり易い場所に掲示・設置する。
在庫状況を確認して、適宜補充する。
手の触れる場所や不特定多数が使う備品の消毒を行う。

従業員間の間隔をあける、作業や事務機能の分散等社内対応を検討する。
（例：グループ分け、交代勤務）

ウイルス拡散防止のため、室内空気の換気や加湿等を行う。

入退出時の消毒やうがい、手洗い、利用する時間帯のローテーションを組んで、交替
で利用する等の接触感染を避ける。喫煙所の屋外設置や閉鎖。

緊急時に設備業者の手配がつかない場合、自社で対応可能かどうか、できない場合、
その対応策を事前に話し合っておく。

事務所の消毒方法やマスク着用、咳エチケット等、感染者、濃厚接触者発生時の社内
ルールを再確認する。

来客者との面談時、マスク着用を促すとともに、事務所内にその案内掲示を行う。
ケースに応じては検温を依頼する。また、来客者の訪問記録を残しておく。

不要不急の打ち合わせは中止、もしくは電話やメール等で連絡する。
事務所内に来客者が立入できるエリアを限定し、分かり易く掲示・設置する。
一時に来客者の時間帯が重ならないように時間や人数を制限する。
対人距離は2ⅿ以上空ける、向かい合う等対面での面談は避ける。
取引先の担当の携帯電話番号をあらかじめ聞いておく。
新たな調達先を検討する。
親会社や協力会社からの人員派遣要請の取り決めを交渉する。
人員不足時の事業停止判断基準を決定する。
操業率が低下した際に必要な支出、支払いの対応を検討する。
収入が“ゼロ”となった場合、手元資金での対応を検討する（概ね月商3カ月分）。

公的融資制度の事前調査や、商工会議所・取引金融機関と緊急時の資金繰りを事前
協議する。※商工会議所が低利な融資制度の斡旋を行います。

公的機関のホームページで最新の情報を入手する。

事業継続に向けて、重要業務の洗い出し、交替勤務の検討、複数担当制に向けた体制
作りを検討する。

陰性

陽性

※ その他の相談窓口については、福井県ＨＰのトップページまたは下記ＵＲＬからご覧いただけます。   
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kouho/navi_d/fil/koronasoudann.pdf

相談内容・支援内容など

新型コロナウイルス
感染症に関する一般相談、
発熱や咳などの症状が
ある方からの相談

福井市保健所福井市

永平寺町

あわら市、坂井市

大野市、勝山市

鯖江市、越前市、越前町、
南越前町、池田町
敦賀市、美浜町、
若狭町（旧三方町）

小浜市、高浜町、おおい町、
若狭町（旧上中町）

福井健康福祉センター
（福井保健所）

坂井健康福祉センター
（坂井保健所）

奥越健康福祉センター
（奥越保健所）

丹南健康福祉センター
（丹南保健所）

二州健康福祉センター
（二州保健所）

若狭健康福祉センター
（若狭保健所）

居住地ごとの相談先 連絡先

管
轄
地
域

帰国者・接触者
相談センター

℡.0776-33-5184
℡.0776-60-1125
℡.0776-36-3429
℡.0776-73-0626
℡.0776-73-0600
℡.0779-64-5774
℡.0779-66-2076
℡.0778-51-0034
℡.0770-22-3735
℡.0770-22-3747
℡.0770-52-1483
℡.0770-52-1300
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緊急事態
宣言
発令中

─ 企業・県民一丸となって、この危機を乗り越えていきましょう！ ─


